
覚     書（案） 

 

令和＊年＊月＊日に、長野県工科短期大学校長 半田 志郎（以下「委託者」という。）と ＊ ＊

＊ ＊ 会社 代表 ＊ ＊ ＊ ＊（以下「受託者」という。）の間において締結した「委託訓

練契約書」に基づき実施した下記第１条に定めた訓練コースの受講生について、本契約書別表５に

掲げる就職状況の把握及び報告に関し下記のとおり合意したので、その証として本書２通を作成し、

委託者と受託者両者が記名捺印の上、各自１通を保有するものとする。 

 

記 

 

（就職状況調査の実施及び調査対象訓練コース） 

第１条 受託者は、次の訓練コースの受講生について就職状況調査を実施することとする。 

（１）訓練科名  建設アシスタント養成科（ＮＫＫ－０１） 

（２）訓練期間  令和＊年＊月＊日から令和＊年＊月＊日まで（３か月間） 

 

（調査時期及び対象者） 

第２条 受託者は、前条の訓練コースにおいて、委託者が定める様式及び方法により、次の各号に定

める時期においてそれぞれの対象者に対し、就職状況調査を行うこととする。 

（１）就職決定による中途退校者及び訓練修了時就職内定者調査 

就職決定による中途退校者及び訓練修了時就職内定者については、訓練期間内に実施するこ

と。 

（２）訓練修了後１か月調査 

訓練修了日の翌日から起算して１か月（１か月経過した日）の就職状況について、修了生全員

を対象に実施すること。 

（３）訓練修了後３か月調査 

訓練修了日の翌日から起算して３か月（３か月経過した日）の就職状況について、修了生全員

を対象に実施すること。 

 

（調査方法等） 

第３条 受託者は、次の各号に定めるところについて、訓練を終了する際に受講生へ充分な周知を図

ること。 

（１） 就職状況報告（様式１）を受講生に配布し、就職が決まり次第、前条各調査時に受託者へ就

職状況報告および指定された添付書類を、郵送または持参するように説明すること。未就職

の場合もその旨につき報告を受けること。 

（２） 訓練修了後３か月の時点においては、就業中または内定が決まっている場合は、就職先によ

る自署も含めて調査を実施する旨を説明すること。 



（３） 労働者派遣事業者へ派遣登録を行った者でも、派遣先での就業開始の有無（就業予定は除く）

を含めて、１か月調査、３か月調査の対象とすること。 

（４） 就職状況報告（様式１）の記載方法および添付書類等については、当様式裏面によること。 

２ 受託者は、前条の定める時期にその対象者からの就職状況報告（様式１）等を回収すること。

特に訓練修了後３か月調査においては、未回収の無いよう努めること。 

 

（報告） 

第４条 受託者は、訓練コース毎に就職状況報告（様式１）及び添付資料等を取りまとめ、次の各号

に定めるところにより委託者に報告すること。 

（１）就職決定による中途退校者及び訓練修了時就職内定者調査 

訓練修了後提出する委託訓練実績報告書内「修了生の就職状況(別表３)」により報告すること。 

（２）訓練修了後１か月調査 

訓練修了日の翌日から起算して１か月（１か月経過した日）で集計し、経過した日の翌日から

起算して 10日を経過する日までに就職状況報告一覧（様式２）により報告すること。 

（３）訓練修了後３か月調査 

訓練修了日の翌日から起算して３か月（３か月経過した日、以下「経過日」という。）までの

訓練受講修了生の就職状況について受講生からの書面の提出により把握のうえ、経過日の翌日

から起算して２０日を経過する日までに就職状況報告一覧（様式２）により報告すること。 

２ 前項の規定により報告された就職状況報告（様式１）、就職状況報告一覧（様式２）及び添付

書類等について不備が確認された場合、受託者は委託者の指示に従い、速やかに再調査の上報

告すること。 

 

（報告内容の公表） 

第５条 委託者は、受託者から情報を受けた就職状況の調査結果を、本契約書第８条第２項に基づき

個人情報に留意し、公表することができるものとする。 

 

（偽りその他不正の行為の禁止） 

第６条 受託者は、就職状況報告及び提出書類等に虚偽の記載等をしてはならない。 

 

 

（再委託の禁止） 

第７条 受託者は、就職状況調査の実施に係る業務を第三者に委託し、または請け負わせてはならな

い。 

 

（経費） 

第８条 受託者は、就職状況調査に必要な経費について、全額負担することとする。 

 

 



（個人情報の厳格な管理） 

第９条 受託者は、様式１及び調査で知り得た情報の取り扱いに当たっては、受講生の個人情報であ

るため、厳格な管理を徹底し、特に次の各号に定める事項について留意すること。 

（１）様式１及び様式２の複製を禁じること。 

（２）個人情報（氏名、住所、電話番号等）を商業目的等、他のいかなる目的においても二次利用す

ることを禁じること。 

（３）就職状況調査で知り得た受講生の個人情報について、他人に知らせることを禁じること。 

 

（損害賠償） 

第 10条 受託者は、この覚書に違反しまたは故意若しくは重大な過失によって委託者に損害を与え

たときは、その損害に相当する金額を損害賠償として委託者に支払わなければならない。 

 

（その他） 

第 11条 本覚書に定めのないことについては、委託者と受託者が協議して定めるものとする。 

 

 

 

 

令和＊年＊月＊日 

 

委託者  長野県上田市下之郷 813－８ 

                    長野県工科短期大学校 

                      校   長    半 田 志 郎   印 

 

 

受託者  (住所)＊ ＊ ＊ ＊ 

＊ ＊ ＊ ＊  

                      代表       ＊ ＊ ＊ ＊  印 


